
- 1 -

LEGAL REPORT
「インターネット中傷被害の対処法」

2015.05.11

おかやま番町法律事務所

弁護士 松 本 洋 明

□主な経歴

S57.08.05 岡山市生まれ

H13.03 岡山城東高校卒

H18.03 岡山大学法学部卒

H21.03 岡山大学法科大学院

（ロースクール）修了

H21.10 司法試験合格

H22.12 弁護士登録

猪木・手島法律事務

所へ入所

H26.4 事務所合併により、

おかやま番町法律事

務所に合流

１ はじめに

インターネット上のホー

ムページや掲示板、ブログ

等に個人や企業の名誉を毀

損する文章が投稿されてい

た場合にはどのような方策

を取ることができるのでし

ょうか。今回はインターネ

ット中傷被害の対処法につ

いてまとめてみました。

インターネット上での中

傷被害の対処法を簡単にま

とめると、①削除請求（送

信防止措置請求）と②損害

賠償請求の２種類に大きく

分かれます。

２ 削除請求

インターネット上の掲示

板等に誹謗中傷が掲載され

た場合、まず考えるのは「誹

謗中傷を削除してほしい」

ということではないでしょ

うか。

削除請求を行う場合、誹

謗中傷の文章等をインター

ネ ッ ト 上 に 投 稿 した 本 人

（投稿者）又は、掲示板等

を管理している管理者に削

除請求を行います。投稿者

の住所氏名が分かる場合に

は直接連絡を取って請求す

ることが可能ですが、イン

ターネット上の書き込みは

投稿者が不明なことも少な

くありません。この場合に

は、後述の「４ 投稿者の

特定」で説明する方法で投

稿者を特定していくことに

なります。

また、掲示板の運営者や

ブログの管理者に対し、書

き込みの削除を求めること

（送信防止措置依頼）も可

能です。

具体的な削除請求の方法

はメールや問い合わせフォ

ームの利用、定型書式を利

用した請求、仮処分の申立

等 事 案 に よっ て 異 な り ま

す。

なお、掲示板の運営者に

よっては削除した書き込み

のログ（通信記録）も同時

に削除するところもあるた

め、削除請求の際は必要に

応じてログの保存請求も行

います。

３ 損害賠償請求

インターネット上で誹謗

中傷をした投稿者に対して

は慰謝料請求（名誉毀損に

よる損害賠償請求）が可能

です。金額については事案

によりばらつきが大きいで

すが、過去の判例を参照す

ると、掲示板での誹謗中傷

に関する慰謝料は５万円～

１２０万円くらいとなって

います。

なお、慰謝料請求とは別

に投稿者を特定するために

要 し た 弁 護士 費 用 に つ い

て、全額を損害（調査費用）

として認めた東京高裁の裁

判例（東京高裁平成２４年

６月２８日判決判例時報２
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１５４号８０頁）がありま

す。この判決では、慰謝料

として１００万円、訴訟に

ついての弁護士費用を１０

万円（慰謝料の１０％）認

めた上で、投稿者を特定す

るための調査費用（投稿者

特定のための弁護士費用）

として６３万円が認められ

ています。ただし、調査費

用については、当該高裁判

決後に調査費用の請求を否

定する裁判例もあり、実務

上の運用は確立されていな

いのが現状です。

４ 投稿者の特定

(1)はじめに

投稿者への削除請求や損

害賠償請求を行うために、

誹謗中傷を行った者（投稿

者）を特定するには、幾つ

かの手順を踏む必要があり

ます。

投稿者がインターネット

へ接続する際には、各自が

契約したインターネットサ

ービスプロバイダ（接続プ

ロバイダ）を経由して掲示

板に接続しています。その

ため、接続プロバイダは投

稿者の住所氏名の情報を保

有しています。

したがって、個人の特定

を行うためには、まずサイ

ト・サーバー管理者に IP

ア ド レ ス の 開 示 請 求 を行

い、接続プロバイダを特定

することになります。その

後、接続プロバイダに対し

て投稿者の氏名等の開示請

求を行うことになります。

(2 )接続プロバイダの特定

IPア ドレスの開示請求

の方法は、サイト・サーバ

ー 管 理 者 毎 に 異 なり ま す

が、基本的には管理者に対

し、発信者情報開示の仮処

分を行うことになります。

IPア ドレスの開示を受

けた後は、当該 IPアドレ

スについて、who i sと い

ったサイトを利用して IP

アドレスから接続プロバイ

ダを検索します。

（3）住所氏名の開示請求

接続プロバイダが判明す

ると、ようやく投稿者の住

所氏名の開示請求となりま

す。開示請求に関しては裁

判外の請求を行っても拒否

されることが多く、一般的

には訴訟（発信者情報開示

請求訴訟）を提起すること

になります。

なお、発信者情報開示請

求を行った場合、裁判の有

無にかかわらず、接続プロ

バイダから投稿者（発信者）

に対して開示請求があった

ことの通知がなされます。

また、おおまかな目安に

なりますが、投稿者の特定

まで一般的には4ヶ月程度

は必要となります。

(4)注意点等

投稿者の特定における注

意点としては、期間の点が

挙げられます。サイト管理

者の通信記録の保存期間は

３～６ヶ月となっていると

ころがほとんどです。その

ため、半年以上前の書き込

みについては通信記録が削

除されているため、 IPア

ドレスの開示を受けられず

個人の特定ができないこと

もあります。

また、サイト・サーバー

管理者が海外にいる等の場

合には、 IPアドレスの開

示請求自体が難しいことも

あります。

５ まとめ

インターネット中傷被害

の対処法について説明して

きましたが、現状では手段

を尽くしても手続が功を奏

しないことがあることも事

実です。また、削除請求等

を行うことでカウンターリ

アクション（中傷文言の新

たな書き込みや、中傷文言

の拡散等）を呼び起こすお

それもあります。

実際に中傷被害に遭われ

た場合には、個別具体的な

事情を踏まえたうえでどの

ような手続を採用するかの

見極めが重要となりますの

で、まずはできるだけ早く

弁護士へ相談されることを

お勧めします。

本レポートは、日弁連ラ

イブ実務研修「できるイン

ターネット被害対応（基礎

編）（応用編）」を中心に

参考にしました。
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